
平成 23 年 8 月 1 日 Ｎo.40(23―1)

1

平成 23 年度定期総会の開催

本年度の総会は６月２２日午後、５月上旬に新

宿モノリスビルから小田急第一生命ビル２０階に

移転した東京都道路整備保全公社会議室にお

いて、８１名の会員の参加を得て開催いたしまし

た。開催時期を検討する３月ごろは、都議会日程

や公社の事務所移転時期などから例年どおりに

開催することが危惧されましたが、沼尻会長の強

い意思、建設局や公社のご支援・ご協力により無

事に開催することができました。開催にあたり、

種々のご配慮を頂いた建設局・公社・協会の皆さ

んに改めて感謝し、お礼申し上げます。

総会の詳細は、後述の「総会の報告」をご覧く

ださい。また、総会での議事終了後、２組の会員

グループが自主的に東日本大震災の被災地を視

察・検証してきましたので、本会の活動に最もふさ

わしく貴重な内容であることから、その内容を報告

してもらいました。

最初は、杉本隆男氏から「東日本大震災にお

ける千葉県浦安市の液状化被害調査」と題するも

のでした。都職員時代から培った知見を生かした

映像資料等で液状化の現状紹介、背景分析、さ

らには対策工法と体系的に説明されました。

続いて輿水昭秀氏からは、新聞やテレビ等で

報道されていない生の災害状況をみてみようとい

うことで、千葉県浦安市の液状化、旭市の津波、

そして岩手、宮城両県の地震・津波被害の状況を

視察されたものでした。

各地の災害状況の映像資料をもとに説明され、

液状化や津波の被害の大きさに驚かされるととも

に、岩手・宮城での視察では交通事情が悪い中

悪戦苦闘しながら被災地を回り、土木技術者の視

点から地理的条件や街の形成状況も踏まえた被

害状況が報告されました。

総会の最終項目で各人２０分程度との予定時

間ということもあり、少しあわただしい説明のきらい

はありましたが、貴重な映像や体系的な内容でし

かも生の最新の報告ということもあり、「もう少し詳

しく説明してほしい」、「質疑時間が欲しかった」と

の声も聞かれました。聞けなかった会員も多くおら

れるので、巻末にそれぞれの報告骨子と活用され

た映像資料の一部を掲載して紹介いたします。

（広報担当理事 加藤 基雄）

総会の報告

平成23年度の定期総会が、6月22日、東京都

道路整備保全公社の A・B 会議室で、協会員 81

名（全体の登録者数 140 名）が参加し開催されま

した。

中田理事の司会のもと、最初に沼尻会長から、

「東日本大震災による被災地の一日も早い復興を

願う。今度の震災はＭ9.0 で、特に津波により想

像を絶する大被害が発生した。

今後、このような災害は十分起こりうる。私ども

建設防災ボランティアは都から学んだ経験、知識

を生かし、日頃からの訓練が重要だと改めて感じ

た。

今年度は 10 月 29 日に総合防災訓練、また年

明けには初動対応訓練などが計画されている。

今年度も引き続きよろしくお願いしたい。」との

挨拶がありました。

沼尻会長の挨拶

建設防災
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続いて、来賓の建設局の山口道路監、道路整

備保全公社の有留理事長、公園協会の鈴木常

務理事からご挨拶をいただきました。

山口道路監の挨拶

有留理事長の挨拶

鈴木常務理事の挨拶

その後、柳川修会員を議長に選任し、議事が

進行されました。

（１）22 年度事業関係

平成 22 年度の事業計画に基づき実施された

本協会の活動内容について、下記の担当理事等

から説明があり、いずれも拍手多数で承認されま

した。

① 事業報告→本間理事

② 決算報告→丸岡理事

③ 会計監査報告→輿水監事

（２）23 年度事業関係

23年度の事業計画及び予算について、下記の

担当理事等から説明がありました。今年度も東京

都の防災施策に寄与していく活動を着実に進め

ることとし、いずれも拍手多数で承認されました。

① 事業計画案の説明→小山副会長

② 予算案の説明→丸岡理事

（３）役員改選

役員の改選を行い、沼尻会長が再任されまし

た。また、吉田副会長の退任に伴い新副会長に

二宮克弘氏が選出されました。

以上の議事が終了した後、各事務所の23年度

リーダーへ委嘱状の手渡し、22 年度協会活動功

労者・リーダーを交代した会員への感謝状と記念

品の贈呈が行われました。

最後に、昨年の総会以後の新会員（10 名）が

紹介され、定期総会を終了しました。

総会終了後、沼尻会長以下 35 名の会員等に

参加をいただいて懇親会を行い、和やかなひと時

を過ごし、懇親を深めました。

（四建班 平野敬治）

東日本大地震義援金を東京都へ寄贈

当協会はさる４月１５日（金）、東日本大震災の

被害を受けた被災地を支援するため、義援金１５

万円を村尾建設局長を通じて東京都へ寄贈いた

しました。

今回の大地震がもたらした未曾有の災害に対

して、東京都は都民に救援物資の提供、避難者

受け入れ施設や義援金の募集などを呼び掛けま

した。特に義援金については、都職員はもとより

監理団体についても本年４月末を目途に募集を

実施しました。

こうした状況の下、当協会としても団体の性格

や都 OB として、何らかの支援を行ったほうがよい

のではないかという会員からの声もあり、３月の理

事会で種々の支援内容を協議いたしました。その

結果、当面の措置として、三宅島復興支援募金

の例にならい、会員からの義援金を本年の総会

時に募集することとし、会員の皆さんにはおことわ
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り（平成２３年３月３１日付会長名「東北関東大震

災に伴う義援金について」）をした上で、都職員と

同じように４月に義援金を贈ることといたしました。

今回の寄贈はこれによるものです。

当日は、当協会のほか、建設局とかかわりの深

い事業団体である「（社）東京道路清掃協会」、

「東京アスファルト合材協会」の２団体も出席い

たしました。

建設局からは、村尾局長のほか影山次長、山

口道路監、野口総務部長、西倉企画担当部長、

今村総合調整担当部長が出席いたしました。

村尾建設局長へ義援金の手渡し

義援金は、小山副会長から村尾局長に目録が

贈呈され、その際「会員皆さんの志として被災者

の方々の復旧・復興への支援としてお役立てくだ

さい」と述べました。

村尾局長からは、「このような義援金をお預かり

することは、皆さんの温かいお気持ちを嬉しく思う

とともに、建設局としても誇りに思う。建設局として

も今回のような地震に対する対応力を強め、都民

が安心して暮らせるまちづくりになお一層努力

していく。今後とも皆さんの協力をお願いしたい」

との趣旨の謝辞がありました。

今回の大震災による復旧・復興は長期にわたる

ことから、都では本年 3 月に岩手、宮城、福島の

各県に被災地支援事務所を設置しました。

また、建設局においても 6 月に岩手県（沿岸広

域振興局土木部）に土木職4名、宮城県（気仙沼

土木事務所）に土木職5名の職員を派遣し、来年

3 月末までの間、現地の復旧・復興支援活動に従

事することになっております。

当協会としても、今後どのような支援活動を行

えるか建設局とも密接に連携を取りながら、会員

の皆さんの考えや意見を聞きつつ適切な対応を

していきたいと考えております。今後ともご協力を

お願いいたします。

（総務担当理事：佐藤清美）

第 1 回 リーダー会議の開催

７月８日、都道路整備保全公社会議室におい

て第１回リーダー会議が開かれた。これは、本会

事業を的確かつ効果的に進めるために役員と各

事務所リーダーの方々とが円滑な意思疎通や意

見交換等を図るため毎年、総会後に行っているも

のである。

当日は沼尻会長が所用のため欠席したので、

新たに副会長になった二宮氏から「沼尻会長から

前吉田副会長の後任を仰せつかり責任の重大さ

を感じている。会長を補佐しながらリーダーの皆さ

んと一緒になって会員とともに本年度事業を円滑

に推進していきたい」との挨拶があった。

議題は、

１）本年度の事業予定

２）東京都総合防災訓練

３）勝鬨橋ミニツアー支援事業

４）河川愛護月間行事支援

５）その他であった。

最初に、１）本年度の事業予定について二宮副

会長が、総会で承認された事業計画について各

事業の概要、実施時期、担当役員などを説明し

た。

次に２）東京都総合防災訓練について、３月１１

日に発生した東日本大震災の教訓を踏まえ従来

の訓練内容が一部変更されたので、総務局が新

たに示した資料をもとに本間理事が説明した。

主な変更項目としては、訓練名（平成２３年度

東京都・小平市合同総合防災訓練⇒平成２３年

度東京都・小平市・西東京市・武蔵野市・小金井

市合同総合防災訓練）、実施日（８月２８日⇒１０

月２９日）、主な特徴（⇒訓練内容の一部をブライ

ンド化するなど、実災害への対応力の向上を図

る）、実施場所（小平市ほか⇒都立小金井公園ほ

か臨海部など）等である。

訓練内容では、東日本大震災によって明らか

になった防災上の課題に対応した実践的な内容

とするため、①３市の市民が参加し、大規模に『自

助・共助』のレベルアップを図る訓練、②訓練内

容の一部をブラインド化し、実災害への対応力の

向上を図る訓練、③高潮・津波対策訓練（別途、
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臨海部で実施）、④大規模帰宅困難者対策訓練

（２３年度中に複数ターミナル駅で実施）としてい

る。

この変更内容を受け、建設局での詳しい具体

的訓練内容は現在のところ未定であるが、９月下

旬に本会への協力依頼、１０月初旬には各事務

所との具体的な打ち合わせ等が予定されている。

事務所リーダーは事前に各事務所と情報連絡

を密にしてほしい、また、今回は広範囲に訓練が

行われるので該当事務所以外の事務所にも応援

依頼があるかもしれないのでその際はよろしく協

力を願いたいとの要望があった。

さらに、訓練では防災服・防災ヘルメットは必ず

着用すること、防災用ヘルメットは本会から支給

するので参加者には所有の有無を確認することも

併せて要望された。

３）勝鬨橋ミニツアーについては、新井理事が

説明した。東日本大震災の影響で３月下旬から

中断していたが６月２３日に再開した。本年度も62

名 12 班体制で実施するのでよろしくご協力願い

たいとのことであった。

７月４日から行われている４）河川愛護月間行

事の支援について佐藤理事から説明があった。

毎年各事務所で行われる「都民参加行事」に

ついて、本年度は３事務所（三建、北南建、北北

建）のみの実施であり支援者については現在一

部調整中、「川のパネル展」については３６名の方

からご協力をいただいている、「東京の川を考える

シンポジウム」については一部調整中とのことであ

り、会員の皆さんの協力に感謝しているとの説明

があった。

引き続き質疑応答に入り、都総合防災訓練の

資料で武蔵野市のことが欠落しているのではない

か？事業計画の各事務所への配布方法は？な

どの活発な質問等が出された。

最後に、佐藤理事から本年度も建設局と密接

な連携を保ちながら事業を円滑に実施していきた

いので、リーダーの皆さんのご協力をお願いした

いとの挨拶があり、閉会した。

（広報担当理事 丸岡 敏夫）

河川愛護月間行事の支援

事務所関係の行事は、三建（7/23 環七地下河

川見学、参加会員 7 名）、北南建（7/4 野川の通

信簿、参加会員4名）、北々建（7/17わくわく川清

掃＆川あそび、参加会員 1 名）の 3 件が行われ、

参加会員は合計 12 名でした。

川のパネル展は、7/11～7/29 に一庁南展望

室・二庁一階ロビー・新宿西口広場で開催され参

加会員は 36 名でした。

東京の川を考えるシンポジュウムは、7／27 に

都民ホールで開催され参加会員は 12 名でした。

パネル展（新宿西口広場）の様子

（広報担当理事 中田 勝司）

協会からのお知らせ

1.東日本大震災義援金の募集について

さる６月２２日に開催された当協会１５回総会に

おいて、８1 名の会員の皆さんから９6，０００円の

義援金が寄せられました。このほか、総会に出席

できなかった会員の皆さんからも郵便振替等によ

り 1 人３，０００円の義援金が寄せられました。

これにより、今回の東日本大震災の義援金は、

82名の会員から99,000円になりました。会員の皆

さんのご厚志にお礼申しあげます。なお、引き続

き義援金を募集しておりますので、佐藤理事

（090-9817-2139）、丸岡理事（080-2330-7329）ま

でご連絡下さい。

発行人：沼尻 孰

発 行：東京都建設防災ボランティア協会

所在地：東京都新宿区西新宿 2－7－1

小田急第一生命ビル 20Ｆ

公益財団法人 東京都道路整備保全公社内

編 集：加藤 基雄、中田 勝司、丸岡 敏夫
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地震波形

加速度応答スペクトル

東日本大震災による千葉県浦安市の液状化被害調査報告

（南東建班 杉本 隆男）

2011 年 3 月 11 日 14 時 45 分ごろ、会社での会議中に、これまで経験したことのない揺れを感じた。

机にしがみつき、揺れの長さは 10 分以上あったかのように感じたのは、私一人ではないように思うので

すが、皆さん如何でしたか？

その日の 18 時過ぎにガラス窓から外堀通りを見下ろすと、新宿方面も東京方面も車は渋滞し、歩道

は帰宅するのであろう大勢の人であふれていました。社員の 7割（？）が帰宅困難となり会社に泊まりま

した。私もその一人で、翌日、鉄道が動き、自宅に着いたのは昼ごろでした。

その後、東京近郊でも千葉県浦安市や旭町などでの地盤の液状化による家屋被害が甚大なことをテ

レビや新聞で知り、インターネットで被害状況を見ているうちに、「自分の目で調べなくては」と思い、カメ

ラ片手に、2011 年 3月 25日(金)、地震発生後 2週間経過していましたが、地盤の液状化による被害状

況を調査しました。その結果をお話します。

１．東日本大震災はどんな大きさの地震だった？

３月11日14時46分頃に三陸沖を震源とする

マグニチュード 9.0 巨大地震が発生した。

地震の正式な名称は、「平成 23 年東北地方

太平洋沖地震」と命名された。日本国内で観測

された最大級の大きさで、過去の観測史上世

界 4番目の規模である。

１位は昭和３５年のチリ地震（M ９．５）,２位は

昭和３９年のアラスカ地震（Ｍ９．２）、３位は平

成１６年のインドネシア・スマトラ沖地震（Ｍ９．

１）である。

今回の地震は、日本列島近傍におけるプレ

ートの沈み込みによるプレート境界地震であっ

た。強震波形は図－1のようであった。その特

徴は、次の通りであった。

①震源域が大きいため強い揺れとなる地域が

広いこと、

②断層の破壊に時間がかかるため揺れの継続

時間が長いこと。

また、構造物の被害に結びつく地震の揺れ

は、短い周期（0.1～0.5 秒）では 10,000 ガルを

超える加速度が観測され、新耐震設計指針の

レベル２地震動をはるかに超える地震動であっ

たが、長周期領域の揺れは指針の範囲であっ

た。

新宿の超高層ビルの揺れは、振幅 1 メートル

以上で 13分間も揺れ続けた。都庁第1本庁舎

（地上 48階、高さ 243m）、第 2本庁舎（地上 34

階、高さ 163m）にあるエレベーター全 75 基が

揺れを感知して緊急停止した。
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２．浦安市の地盤液状化被害はどんなだったか？

その代表的な結果を写真で示します。

京葉線新浦安駅前広場のエレベーター

広場のエレベーター建屋前の地盤沈下

京葉線 新浦安駅 モナ新浦安新館前

京葉線 新浦安駅南 境川護岸変状
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浦安市今川１，２丁目付近の被害状況

浦安市今川 3丁目付近の被害状況

浦安市富岡２、3 丁目付近の被害状況

浦安市入船２丁目付近の被害状況
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第一期埋立地区

第二期埋立地区

1966年

1968年

1970年

1970年以降

第一期埋立地区

第二期埋立地区

1966年

1968年

1970年

1970年以降

地盤工学会東北地方太平洋沖地震災害調査報告会 2011.4.11

関東の液状化被害 東京電機大学 安田 進 教授 より引用図

に加筆

東京の木場地区でも液状化被害が

このように 3月 11日の被災後、2週間が経過し

ていましたが、道路に噴出した砂は片付けられて

いたものの、水道・下水・ガスなどのライフラインは

復旧が始まったばかりで、細かい土が舞い上がり、

ほこりっぽい状態でした。戸建て住宅の多くは、

傾いたり沈下したままでした。また、河川の護岸は

川側に傾くなど、復旧にはかなりの時間が必要で

あろう。

それにしても、地盤の液状化により、戸建て住

宅の被害がこんなにも広範囲に及んだという震災

経験は殆どない。多くの問題と課題が残されたよ

うに思う。

３．浦安市はどんな地盤か？ （埋立歴史）

浦安市域の地盤はつぎの 3地区に分けられま

す（右図参照）。

１）旧漁師町地区

東京湾臨海部の古い地形地盤

２）第一期埋立地

東京湾埋め立て地盤

３）第二期埋立地

さらにその先海側埋め立て地盤

埋立地の地層はどんな地層か？千葉県地質情

報インフォメー ションセンター が公表する地質柱

状図集（情報はインタｰネットで収集できる）から、

浦安市の調査場所（堀江、富岡、日の出･明海・

高洲地区）の地質柱状図を検索しました。

埋立地では、地表面から深さ約20ｍまでの地盤

は、締まり具合がゆるく、細かい砂の地盤（前頁図

参照）でした。

建築基礎構造設計指針に基づき液状化判定を

行った結果の一例を次のペー ジに示しました。結

果は表層部のゆるい砂層は液状化安全率が 1.0

以下となり、液状化するというものでした。
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3636

検討条件】
・準拠指針 ；建築基礎構造設計指針（日本建築学会2001年版）
・検討対象地盤 ；深度20ｍ以浅
・マグニチュード ；Ｍ＝7.5
・設計最大水平加速度；αmax＝200gal , 350gal
・せん断ひずみ ；γ＝5%
・地下水位 ；ボーリング地点で確認された無水掘りによる地下水位
・Ｎ値 ；ボーリング結果による
・細粒分含有率Fc ；粒度試験結果は試料観察および類似土層からの推定値

建築基礎構造設計指針に基づく液状化判定例建築基礎構造設計指針に基づく液状化判定例
浦安市富岡３丁目浦安市富岡３丁目

安全率FL≦1 液状化

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

0 1 2 3 4 5

安全率ＦL

深
度

（
ｍ
）

盛土層

盛土層

中砂層(D)

細砂層

砂質シルト層

砂質シルト層

液状化層

まとめてみますと、次のようになります。

１）旧江戸川沿いの自然堤防上の堀江地区は、表層から深さ１３ｍまで、表層地盤は比較的締まった

砂層が堆積しており、液状化の危険が少ない

２）第一期埋立地域の富岡地区は、表層から深さ約８ｍまで、緩いシルト質細砂層が堆積しており、液

状化発生の危険が大きい。建築基礎構造設計指針に基づく液状化判定を試みたが、先に示し

たように、緩い砂層で液状化安全率は 1以下となり、液状化するという結果であった。

３）第二期埋立地域の日の出･明海・高洲地区は、表層から深さ約 16～19ｍまで、緩いシルト質細砂

層が厚く堆積しており、液状化発生の危険が大きい

４．Ｑ＆ A 今回液状化した地盤は、もう液状化しないか？

最後に、皆さんがお持ちであろう次の質問にお答えします。

Ｑ１．今回液状化した地盤は、もう液状化しないか？

Ｑ２．液状化を防止する地盤改良対策に、どんなものが考えられているか？

Ｑ３．地盤改良は効いたのか？

Ｑ４．地盤改良以外の液状化対策は？

１）今回液状化した地盤は、もう液状化しないか？

結論は、「再液状化する」です。

液状化研究の始まった当初は、液状化後は土が締まるので、液状化しないと考えていました。しかし、

実験室での土（砂）の試料による液状化試験の結果では、一旦液状化した試料は元の状態よりも締まっ

ているはずですが、試験を繰り返すと何度も液状化したそうです。こうしたことから、一旦液状化して沈

下した地盤は締まって硬くなっているはずですが、また大きな地震で地盤がゆすられた場合、再液状化

するものと考えておいたほうがよさそうです。地震の考古学の研究成果でも、過去に液状化した地盤は

その後も液状化被害を被っていることが証明されています。

２）液状化を防止する地盤改良対策に、どんなものが考えられているか？

液状化を起こす条件を調べることが重要です。地盤の液状化を起こす３つの条件とそれぞれ対策は、

次のようになります。
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① ゆるい砂地盤である（砂の密度）

密度を大きくする ・・・ 締固め工法、グラウト圧入

② 地下水位以下の地盤である（間隙水）

間隙水を抜く ・・・ 砕石ドレー ン、地下水位低下工法

③ 強い地震を受けること（せん断力）

せん断抵抗力を大きくする ・・・ 地盤固化工法、矢板壁等で囲う

３）地盤改良は効いたのか？

答えは、土木施設で、地盤の液状化対策として地盤改良を行った施設では効いた。

① 道路の対策例

臨海副都心の新交通ゆりかもめ下の都道は地盤改良を施してあったため、被害は認められなかっ

た。

② 下水道のマンホー ルと管路

2008 年の岩手･宮城県内陸地震で被災した下水道管路を砕石埋め戻しした場所は、今回の地震

で無害や軽微な被害であった。

４）地盤改良以外の液状化対策は？

地盤改良工法以外の対策も、ある意味で液状化対策になるので、考える余地があります。

①杭基礎工法 ・・・ 周辺地盤が液状化しても構造物は不同沈下しないか沈下量が

小さい

②鋼矢板囲い工法・・・ 新潟地震で、仮設鋼矢板を残置してあった建築物が液状化被害を免れた

例がある（囲い基礎工法）

③ 建物の免震工法・・・周辺地盤が揺すられても建築物に被害が及ばないか、小さい。

（制震構造） （最近の建築工法）

あとがき

長いこと、地盤技術にかかわってきた身として、今回の地盤の液状化被害を目の当たりにし、感じたこ

とをあとがきとし、本稿を終わります。

１） これまでの地盤技術はどこまで社会に貢献できたのか? 特に国土の安全に寄与してきたのか？

２） これまで培ってきた技術に、見直すべき問題がたくさん残されているのではないか?

３） 誰もが使える安価な工法はないのか？ またそうした工法の開発の必要性。 以上



海岸部の被災状況（１）

被害の大きかった家屋は、既にかたつけが進んでいた

旭市の市街地と飯岡港 （飯岡刑部岬から）

手前 ： 発災時は全面冠水した飯岡港、 遠方 ： 湾曲した九十九里海岸と旭市々街

東日本大震災の被災地を視察して

（五建班 輿水昭秀）

◇（被災地視察のきっかけ

・浦安に住む知人から災害復旧で相談を受け、関わりから浦安市の被災状況視察へ。そこで、

初めて目にした液状化被害に驚きを感ずる。

・県内で津波被害を受けた旭市の視察を思い立つ。そして津波の威力に圧倒される。

・東北のリアス式での津波被害へも想いが高まり、賛同者と三陸の被災地へ。

◇旭市の視察（死亡１３名、住宅の全壊約３３０棟…警察庁）

・発災からほぼ一ヶ月の４月１４日、たまたま天皇陛下の見舞の日と重なっていた。

・地勢上から、揺れ、液状化、そして津波と、複合の被害だという。

【状況】

・九十九里海岸の道路を、銚子市に

向かって北上しながら視察。

・海岸の道路から４～ ５列目迄の

建物に甚大な被害。

その惨状が帯状に続く。

・既に被災家屋の大半は撤去され

整地済みも多い。

背後には、繕いながら使用中の家

屋も多く見る。

・飯岡町に古くからある漁港も

全施設が冠水したと船を修

理中の漁師さんから話を聴

いた。

・視察のあと、刑部岬に上が

り市街地を眺める。

しかし、遠望では既に痕跡は

見えなかった。
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◇東北視察へ…岩手県：釜石市、陸前高田市、宮城県：気仙沼市

・発災後５５日となるＧ・Ｗの終盤 ５／５∼７に視察。

・当会のメンバーなど4名が、当会の制服・ヘルを着用し、私用車で各市視察。

【視察行程】

①一日目：早朝、東北道on⇒岩手県内、北上江釣子IC off⇒遠野市⇒釜石市の視察

⇒北上高地を花巻まで戻り、B・Hに宿泊。

※同宿者は、 国交省の制服着用者や作業服姿の方々。

※翌日、東北の見舞いで天皇陛下が宿泊地脇の空港に。

②二日目 ：宿から国道４号を南下⇒海岸地域に向った国道が、 北上川で不通

⇒下流の国道へ、やはり不通。 ⇒地元情報で上流の県道迄北上し、やっと渡河

⇒大船渡市視察は交通支障で諦め、 陸前高田市の視察へ直行。

⇒内陸に戻り, 県境の峠越えで気仙沼市視察へ ⇒唐桑半島 （唐桑町） の入江を視察⇒また一

関まで戻り、宿泊。

※宿の話では、 支援の各県警察官４０名と、避難家族４０世帯の方々が同宿という。

③三日目 ：被災報道のあった平泉の歴史遺産に立ち寄り⇒一関IC on 東北道で帰京

⇒著しい渋滞も無く早晩の帰宅、 全走行距離1,500kmとなる
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商店街も、

ところどころ歯抜けに

【釜石市】人口≒ ３万９千人、被災状況：死亡８５９人、 行方不明４４０人、（６/４時点）

釜石市街の状況（２）

想いの深い鯉のぼりが垂れて・・・

・ 海岸地域へは、 警察管の指示で直接

近づけず、 何とか釜石バイパスへ迂回策

をとり、街の西側を通る国道に出て、 付

近を視察することができた。

※ 手前に転がっている神棚、

幹だけになった樹木、

しかし山腹には山桜が・・

・明治１３年、国内初の官営製鉄所が作られ

て以来、 良く知られた製鉄の町。 新日鉄釜石

が、ラクビー日本選手権７連覇(1978∼1984)など、 

街の全盛期は、人口９万人以上だったと言う。

・現在は、棒線事業部というのに特化され、新日鉄

社員は３００人以下になっているとか。

【状況】

・釜石駅前から続く中心商店街から視察した。

商店街の建物は、損傷しながらも想像以上に残っ

ていた。

・湾岸との間の広

範囲を、新日鉄

や関連会社の工

場が占めるで、

この付近は幾分

緩衝されたのか
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【陸前高田市】人口≒２万３千人、被災状況：死亡１５０８人、 行方不明６３０人、（６/４時点）

・ 街は、 広田湾に面した少ない平地に広がっ

ていて、 街の西を流れる気仙川が運んだ砂浜に、

７万本と言われる防潮林「高田松原」が有った。 唯

一残った１本が、今話題を呼んでいる。

・今回の大震災による死者では、 宮城県の石巻市に

次いで２番目に多く、 １， ５００人を越える。

【状況】

・北側から街へ入り、 通行可能な道路を巡りながら

視察した。一面の廃墟のなか、 被災市では最大の

− ８４㎝と言う地盤沈下で、水溜まりが多く、一層悲 

壮感をつのらせた。

・ そんな光景のなか、

報道映像で屋上か

らの救出模様を見た

「高田病院」が、象徴的

だった。

・行き交うのは自衛隊と

警察の車輌だけで、

立 ち止まって被災

写真を撮るのが、は

ばかられた。

陸前高田市街の状況（１）

ＪＲ東日本自慢のドラゴンライン、無残にもレー ル上には軽自動車が
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【気仙沼市】人口≒７万３千人、被災状況：死亡９６５人、 行方不明５２０人、（６/４時点）

・ 宮城県の東北端、 漁業で良く知られた三陸

有数の街。リアス式典型の気仙沼湾の周囲に

街が広がる。

・ 津波被害のあと、流出した石油に引火し、広

範囲に火災が発生して、街の多くを焼いてい

る。

【状況】

・ この街へ向かうのに、 陸前高田市から海岸沿

いに直行できず、 内陸側に戻り、 県境の峠

越えで入った。

・ 市街地の北部に着くと、 偶然に被災から免れ

た歩道橋を見つけ、 橋上から臨む被災状況

に圧倒された。

しかし、 峠の上でも眺

望は利かず、 更に進ん

で唐桑町の舞根と言う

入り江に下ってみた。

・ 結局「大島」は見えなか

ったが、入り江にあった

集落は、無残な被災状

況を露呈していた。

・ 火災で、ガレキの殆どが鉄くずという異様な

光景と、鼻をつく臭気が一層深刻な惨状を

体感させた。

・ 地盤沈下も− ７６㎝と大きく、無限に広がる 

ガレキの下には、油混りの水がよどみ、元市

街地だったことを、忘れさせる。

・ ここでも海岸地域には近づけず、 湾内の

「大島」の様子を見たいと、唐桑半島の峠に

向かった。

気仙沼市街の状況（２）

山裾まで打ち上げられた
漁船の数々
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〔全体状況〕

・ 発災から間もなく２ヶ月となる頃、 ３日間掛け、三陸沿岸の３市を具に視てきました。報道で部分的に

見た光景が、 パノラマで目に入り、 臭気も加わった惨状など、 言葉を失

う場が度々でした。

・ 被災の市街地は、 ガレキを左右に寄せて、 何とか支援車輌が通れる段階になっていました。

通行は自衛隊や警察等の支援車輌が主で、 希にガレキ整理の重機やダンプも見かけました。

ただ、被災地を歩く住民の姿は、 殆ど見掛けませんでした。

・ 街は信号も稼働していないため、 警察管が各所に立って誘導していました。 我々も、一応それな

りの身支度でしたので、 何とか被災現場に入れましたが、 被災状況にカメラを向けるのがはばか

られ、撮影は最小限に留めました。

・ 道路脇に寄せたガレキの山は、正に処分地の様相ですが、なかには鍋・釜なども混在し、一瞬にして

日常生活を奪った惨劇を、思い起こさせます。

・ 一方、津波のあとに発生した火災で、市街地の多くが消失した気仙沼市は、木材片が殆ど無く、鉄く

ずの街と化した光景が、 大変に異様でした。

〔感想〕

・ 一連の視察で、所謂 “揺れ”での致

命的な被害は、 少なかったように

感じました。

被災地手前の集落とか、 高台の居

住地では、 殆ど影響が無いと思わ

れる木造家屋群も、目にしました。

・ 甚大な被災の要因は、勿論大津波

の来襲でしょうが、三陸特有の地形

が被害を増幅させたのだと思いま

す。唐桑半島の入り江では、内陸

に向かって狭まっていく沢筋を、津

波が駆け上がっていった痕跡が、

見て取れました。

・ こうした小さな入り江には、報道もされない小集落の被災地が沢山あるのでは、とも感じました。

・ 今回視察した街で、視ることができた範囲は一部分かも知れません。 しかし、どの街も、まだまだ復

旧への槌音も気運も感じられず、 復旧・復興への遠い道のりを思うと、沈痛な思いがしました

・ 発災から既に３ヶ月を経ました。今もって、報道映像で悲惨なままの状況を目にするのに、いらだち

を感じます。

・ ガレキの丁寧な仕分けも結構ですが、目の前から早く、ガレキと油混じりの海水を除去してやること

が、精神的にも物理的にも、 被災者の復旧気運につながるのでは、と思うのですが。

以上

平成２３年６月２２日




